
福岡都市計画地区計画の変更(福岡市決定)

都市計画三苫地区地区計闘を次のように変更する。

面 椀 50. 6 ha 

名 利i I~局 員
地区施設の

道路|区画道路 6 m 
配 誼及び規模| 区画 道路 5 m 

区画 道 路 3 m 

名 称|三宮地区地区計画

位 置 |福岡市東区三苫一丁目、 三苫三丁目、 三苫四丁目、 三苫五丁目、三苫六丁目

及び三苫七丁目の各一部

延長 J自 嬰

~(') 2) 67 Om 
約 1，070m
約 60m間 積 |約 54. 2 ha 
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低層住宅保全ゾーン市街地形成

誘導ゾーン
当地区は、本市の都心部よ り北東約 12kmに位置する比較的閑静な農地で

あったが、西鉄宮地岳線三苫駅に隣接する とともに、 都市計画道路和白新宮線、

三苫奈多線及び下和白三苫線の整備が進むなどの交通の利便性の高まりによ

り、急速な宅地化が進んでいる地区である。

また、地区の北部では、 良好な郊外~~1住宅の供給を図るため、平成12年度か
ら、 土地区i国整理事業が進められている。

このため、当地区では、ミニ開発やスブロール等による不良な街区の形成を

防止するとともに、土地区画整理事業完了後の良好な住環境の形成、保全を図

ることを目標とする。
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ただ し、次の各号のーに核当する建築物の敷地につい

ては、 この限りでない。

1 .巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物

で公誌上必要なもの

2.土地|玄画整理事業による換地処分文は仮換地の指定

の際、現に建築物の敷地として使用されている土地

でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有椛

その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用す

るな らばこの規定に迎合しないこととなる土地につ

いて、その全部をーの敷地として使用するもの(こ

の規定に適合するに至ったものを除く 。)

1 .住宅の尿根は勾配屋根とし、周囲の景観に配慮した

ものとする。

2.建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の形態 ・

意匠及び色彩は、周囲の環境と調和したものとする。

道路に面する垣又はさくの構造は、 生垣若 しく はフェ

ンス等透視可能なものとし、 コンクリ ー トブロック文は

これに類するものは設置 しではならない。
ただし、門村?及び意匠上これに附属する部分、並びに

フェンスの基礎等に用いるためのコンクリ ー トブロッ ク

等で高さ 60cm以下のものについては、この限 りでな

約 4O. 6 ha 約 1O. 0 ha 

/ …仰は建築しては …
1 闘 しくは壁で区画…住一…

未満の共同住宅及び長屋

180m 

地 区施設の

整備の方 針

建築物等の

鎧 備の 方針

良好な市街地環境の形成、保全を図るため、 地区を次のように区分し、各地

区の土地利用の方針を以下のように定める。

【市街地形成誘導ゾーン〕

良好な郊外住宅地としての土地利用を図ることを基本とするが、 地区の幹線

道路である都市計画道路和白新宮線沿線及び西鉄三苫駅周辺については、中層

共同住宅や買回り日庖舗等の立地に対処すべ〈合理的なjて地利用の促進に努め

る。

[低層住宅保全ゾーン〕

地区内に整備が予定されている都市公悶と一体となった、 関静でゆとりある

低居住宅地の形成、保全を図る。

{市街地形成誘導ゾーン〕

都市計画道路和白新宮線を基軸に区田道路(幅員 5，.....6m)を一体的に配龍

する。

配霞にあたっては適正な規模の街区形成に留意する ととも に、既存道路の活

用や地権者間の負担の均衡に配慮する。

{低層住宅保全ゾーン)

既存道路や地区施設と して定めている道路と有機的に機能する配置及び規模

の区岡道路を、土地区画整理事業により整備する。

{低層住宅保全ゾーン)

建築物等の用途の混在をi坊ぎ、 良好な住環境の形成、保全を図るため、建築

物等の用途の制限を定める。

敷地の紺|分化とそれに伴う建築物の建て詰ま りを防止し、ゆとり ある街並み

を維持するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

良好な低層住宅地としての景観形成を図るため、 建築物等の形態又は意匠の

制限、垣又はさくの梢造の制限を定める。

「地医者|・回及び地区猿侃i計画iの区域、地区施設の配寵並びに地区の区分による各ゾーンの区域は苦|匝i図表示

のとおり J

理由
土地区画整理事業が進められている区域において、今後、 良好な住環境の形成、保全を図るため、地区整

備計画に建築物等に関する事項を新たに定める。また、 三苫小学校の外周部分においては、地区施設の整備

が完了し、当該部分に関 しては地区施設を定めた目的が達成されたことから、地区施設を一部廃止する。さ

らに、 三:吉小学校の新設に伴う街区の再編により、地区務備計画区域の変吏をあわせて行うため、 本築のと

おり変更するものである。
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　※地区施設（区画道路）の交差点部においては、　　隅切（３ｍ）が必要な場合があります。　　地区計画の区域や道路等地区施設の配置などの　　　　　詳細については、都市計画部でご確認下さい。　　　　（福岡市役所４F　TEL：092-711-4388）




